
各種証明書の申請について              別添資料３ 

１．必要書類・申請要領・手数料 

下記一覧表のとおりです。現金のみの扱いとなりますので，お手数ですが，釣銭のないようあら

かじめご準備願います。 

＊一覧表の中で，四角で囲まれている書類（例：旅券）は原本と共にその写し１通が必要です。あ

らかじめ写しを用意しご持参下さい。 

 

２．受領 

証明書は約１週間後に総領事館から郵送します（除く警察証明）。返信用封筒を当日ご持参下

さい。郵送途中での紛失事故を防ぐため，書留封筒をご用意願います。 

 

種類 必要書類 申請要領等 

在留 

証明 

(1) 本人を確認できる公文書（旅券等）

の原本とその写し１通 

(2) 氏名の漢字及び本籍を確認できる

書類（戸籍謄本等）とその写し１通 

(3) 現住所及び前住所を証明できる書

類（公共料金の請求書等）の原本とそ

の写し１通 

(1)本人が直接申請して下さい。 

(2)在留届を提出済みの場合には左記(2)の書類

は必要ありません。 

(3)発給には約 1 週間を要します。 

(4)手数料 １５.００豪ドル 

署名 

証明 

(1) 旅券の原本とその写し１通 

(2) 現住所を証明できる書類の原本と

その写し１通 

(3) 署名を必要とする書類（注：署名欄

は必ず未記入のまま持参して下さい。）

(1)本人が直接申請して下さい。 

(2)署名及び拇印は必ず総領事館担当者の面前

で行って頂く必要があります。 

(3)発給には約１週間を要します。 

(4)手数料 ２１.００豪ドル 

身分上

の事項に

関する 

証明 

(1) 本人を確認できる公文書（旅券等）

の原本とその写し１通 

(2) 戸籍謄本（抄本） 1 通の原本とそ

の写し１通 

（申請時から過去 3 ヶ月以内に発給され

たもの。出生証明の場合には古い謄本

でも可。） 

(1)出生，婚姻，離婚及び死亡等の身分上の事項

に関して発給します。 

(2)本人が直接申請して下さい。 

(3)発給には約 1 週間を要します。 

(4)手数料 １５.００豪ドル 

警察 

証明 

(1) 警察証明発給申請書 2 通 

(2) 指紋原紙 1 通 

(3) 旅券の原本とその写し１通 

（(4) 警察証明の必要性を証明する文

書（移民局のレター等））（あれば） 

(1)本人が直接申請して下さい。（一日総領事館以

外でも，遠隔地居住者には郵送による申請を受け

付けていますので，希望する方は総領事館にお問

い合わせ下さい。） 

(2）発給には約 2 ヶ月が必要です。 

(3)申請理由によっては追加書類が必要な場合も

あります。 

(4)手数料 無料 

自動車

運転免

許証翻

訳証明 

(1) 有効な日本の運転免許証の原本と

その写し１通 

(2) 旅券の原本とその写し１通 

 

(1)本人が直接申請して下さい。 

(2)発給には約１週間を要します。 

(3)手数料 ２６.００豪ドル 

 

※各種申請用紙は一日総領事館会場にあります。 



 
在メルボルン日本国総領事館の連絡先・開館時間・休館日等 

 
１ 名称：Consulate-General of Japan at Melbourne 
 
２ 住所，電話番号等 

Level 8, 570 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000 
電話: 03-9679-4510 (代)  
ＦＡＸ: 03-9600-1541 
URL：http://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/ 
E-mail: meljapan@nexnet.net.au 
 

３ 領事部 
電話：03-9679-4510（代） 
ＦＡＸ：03-9600-1504 
開館時間：（月～金）09:00-12:30，14 :00-16 :00 

 
４ 広報文化センター（総領事館に併設） 
  電話: 03-9679-4560 

ＦＡＸ: 03-9600-1576 
  開館時間：（月～金）09:00-13:00，14 :00-17 :00 
 
５ 休館日： 

週休日（土曜日，日曜日）及び以下の祝日 
２０１１年（平成２３年）の祝日 

９月１９日（月）敬老の日 

１０月１０日（月）体育の日 

１１月 １日（火）＊メルボルン・カップ・デー 

１２月２３日（金）天皇誕生日 

１２月２６日（月）＊ボクシング・デー 

１２月２７日（火）＊クリスマスの振替休日 

１２月２９日（木）年末休暇 

１２月３０日（金）年末休暇 

＊印は，ビクトリア州の祝日 
（お知らせ）当館では，ｅメールによる安全情報・領事情報等の発信を行っています。当館ホーム

ページ（URL は上記参照）の「メールマガジン」のページで読者登録を受け付けています。 




